
証券コード 9799
平成26年６月４日

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

サピアタワー11階

代表取締役社長 田 中 博

第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月19日（木曜日）午後６時まで

に到着するよう、折返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 平成26年６月20日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

サピアタワー 東京ステーションコンファレンス ６階 602

（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第52期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告お

よび計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さ
いますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、書面に
よる通知、またはインターネット上の当社ウェブサイト
（アドレスhttp://www.aiskk.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎本定時株主総会終了後、東京ステーションコンファレンス ６階 605ABCにおいて株
主懇談会を開催いたしますので、引き続きご参加下さいますようお願い申し上げま
す。
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（提供書面）

事 業 報 告

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

１．会社の現況
　(1) 当事業年度の事業の状況

　 ① 事業の経過および成果

　 （経済環境）

　当事業年度におけるわが国経済は、金融緩和等の経済政策による円安・株

高の継続から、企業収益の改善や個人消費の持ち直しの動きがみられるなど

緩やかな回復基調で推移しました。

　 （業界環境）

　情報サービス産業におきましては、クラウドサービス等の需要に加え、企

業収益の改善にともなう老朽システム更新などのＩＴ投資増加により、市場

全体ではプラス成長となっておりますが、顧客企業等のＩＴコスト削減姿勢

は継続しており、依然として厳しい環境にあります。

　 （当社の取り組みと業績）

　このような情勢の下、当社では、引き続きアウトソーシング事業の推進強

化に経営資源を集中するとともに、技術者稼働率の向上と案件ごとの採算性

向上に努めた結果、売上高とともに経常利益、当期純利益が前期より増加し

ました。

　この結果、当事業年度の売上高は92億８千１百万円（前期比1.4％増）、経

常利益は５億５千６百万円（前期比26.9％増）、当期純利益は３億５千８百万

円（前期比35.6％増）となりました。

　 部門別の営業状況は、次のとおりであります。

　 （ネットワークサービス部門）

　運用業務の効率化やコストダウンの要請は引き続き厳しかったものの、ア

ウトソーシングでの受注拡大を図るとともに、当事業への技術者投入を積極

的に推進した結果、売上高は69億３千９百万円（前期比5.8％増）となりまし

た。
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　 （システム開発部門）

　業務用アプリケーション等の開発案件獲得に努めたものの、組込み関連業

務の案件が低調に推移した結果、売上高は17億１千７百万円（前期比7.6％

減）となりました。

　 （システム運用部門）

　汎用系の運用やオペレーション業務は、市場の縮小とともに価格下落が継

続していることから、汎用系技術からネットワーク系技術への移行に継続し

て取り組んだ結果、売上高は６億２千３百万円（前期比15.7％減）となりま

した。

　 ② 設備投資の状況

　 特記すべき事項はありません。

　 ③ 資金調達の状況

　 特記すべき事項はありません。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　 該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　 該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　 該当事項はありません。

　 ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　 該当事項はありません。
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　(2) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 49 期
平成22年度

第 50 期
平成23年度

第 51 期
平成24年度

第 52 期
平成25年度

(当期)

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 8,723 8,995 9,156 9,281

百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 利 益 370 419 438 556

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益 191 234 264 358

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 24 52 30 08 33 95 46 05

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 7,807 7,805 7,880 8,134

百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 6,025 5,999 6,084 6,228

　(3) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　 該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

　 該当事項はありません。

　(4) 対処すべき課題

　上流工程へのシフトやアウトソーシング事業の拡大を推進するとともに、Ｉ

Ｔサービスのクラウド化への対応や当社の強み・得意分野の強化を図り、より

付加価値の高いサービスを提供してまいります。事業の競争力を高め、事業拡

大と高収益化を実現させるには、優秀な人材の確保と技術力の向上が重要な課

題となります。効果的な採用活動を行うとともに、ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）

を基にした高度技術者の育成やマネジメント能力、折衝力を備えたコアリーダ

ーの育成を行い、当社の中枢を担っていく人材の強化を図ります。

　(5) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）

　当社は、主として正社員がユーザー事務所に常駐して行う、ネットワークシ

ステムの構築・運用・管理およびソフトウェアの設計・開発業務を主力とする

ほか、ホスト系コンピューターシステムの保守・運用・管理およびヘルプデス

クなどの情報処理サービスを行っております。
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　(6) 主要な事業所（平成26年３月31日現在）

　 本 社（東京都千代田区）

　 東 京 支 社（東京都千代田区）

　 横 浜 支 社（神奈川県横浜市）

　 中 部 支 社（愛知県名古屋市）

　 豊田オフィス（愛知県豊田市）

　 大 阪 支 社（大阪府大阪市）

　(7) 使用人の状況（平成26年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,389名 ▲22名 33.1歳 10年０ヶ月

(注) 使用人数は就業員数であり、他社への出向者、嘱託、契約社員、パートおよびアルバイトを含
んでおりません。

　(8) 主要な借入先の状況（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 110百万円

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 100

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 20

　(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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２．株式の状況（平成26年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 20,729,000株

(2) 発行済株式の総数 8,264,850株

(3) 株主数 2,999名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

旭 情 報 サ ー ビ ス 社 員 持 株 会 907,193株 11.65％

大 槻 幸 子 413,520 5.31

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 374,000 4.80

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 176,020 2.26

小 野 一 夫 173,000 2.22

大 槻 武 史 159,300 2.05

大 槻 剛 康 140,930 1.81

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 139,100 1.79

大 槻 幸 史 136,200 1.75

平 野 民 藏 136,000 1.75

(注) 当社は平成26年3月31日現在478,148株の自己株式を所有しており、持株比率は自己株式を控除
して計算しております。

３．新株予約権等の状況
　 該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
　(1) 取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

田 中 博 　代表取締役社長

根 塚 隆 司 　常務取締役

濵 田 広 徳 　取締役（人事部長兼人材開発室長）

高 橋 範 年 取締役（営業統括部長兼経営企画室
長兼技術企画室長）

英 保 吉　弘 　取締役（財務経理部長兼ＩＲ室長）

信 岡 良 明 　常勤監査役

小 野 一 夫 　監査役

三 浦 州 夫 　監査役

増 田 治 美 　監査役

(注) １．常勤監査役信岡良明氏、監査役小野一夫氏、監査役三浦州夫氏ならびに監査役増田治美氏
は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．監査役の財務および会計に関する相当程度の知見に関する事項は、以下のとおりでありま
す。

地 位 氏 名 内 容

常 勤 監 査 役 信 岡 良 明
長年にわたる銀行の審査業務、上場会社の経理担当役
員、その他代表役員等の経験を有しております。

３．監査役三浦州夫氏は住友精化株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社と
の間には、特別の利害関係はありません。

４．当社は、常勤監査役信岡良明氏、監査役小野一夫氏、監査役三浦州夫氏ならびに監査役増
田治美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
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(2) 取締役および監査役の報酬等

　 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 ５名 87百万円

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

４名
（ ４名)

29百万円
（ 29百万円)

合 計
（う ち 社 外 役 員）

９名
( ４名)

116百万円
( 29百万円)

(注) １．社外取締役に該当する取締役はおりません。また、監査役は全員、社外監査役であります。
２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬額は、平成18年６月23日開催の第44回定時株主総会において年額２億４千万

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．監査役の報酬額は、平成18年６月23日開催の第44回定時株主総会において年額４千万円以

内と決議いただいております。
５．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額７百万円
　（取締役５名に対し６百万円、監査役４名に対し１百万円）

　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職の状況

該当事項はありません。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

　 ・取締役会および監査役会への出席状況

取 締 役 会 監 査 役 会

出席回数／開催数 出席回数／開催数

常勤監査役 信 岡 良 明 　 11／11 回 11／11 回

監 査 役 小 野 一 夫 11／11 回 11／11 回

監 査 役 三 浦 州 夫 11／11 回 11／11 回

監 査 役 増 田 治 美 11／11 回 11／11 回

　 ・取締役会および監査役会における発言状況

常勤監査役信岡良明氏、監査役小野一夫氏、監査役三浦州夫氏ならびに監査

役増田治美氏は、取締役会において適宜意見を述べ、意思決定の妥当性、適

正性を確保するための助言および提言を行っております。また、監査役会に

おいては、監査結果および監査に関する重要事項の協議等について適宜発言

や意見表明を行っております。

― 8 ―



　 ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第

1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

５．会計監査人の状況
　(1) 名称 新日本有限責任監査法人

　(2) 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分ができませんので、上記金額
にはこれらの合計額を記載しております。

　(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役会は監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に

おきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　また、上記の場合のほか、当社に対する効率的かつ適正な監査が当社の会計

監査人に期待できないと判断した場合、取締役会は、監査役会の同意を得たう

えで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を

株主総会に提案いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の

とおりであります。

<内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況>

□基本的な考え方

当社は、経営の効率性・公正性・透明性の向上と法令遵守をコーポレート・ガバ

ナンスの基本方針とし、その実現には、業務執行等に関わる内部統制システムを

整備・充実し、業務の実効性および適正性を確保することが重要であると認識

し、下記の施策に取り組んでおります。なお、内部統制システムの整備・運用状

況については毎年見直しをおこない、経営環境の変化や法令の新設・改廃等に的

確に対応し、その実効性を確保いたします。

□整備状況

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

① 「企業倫理憲章」「企業行動規範」を制定するとともに、コンプライアンスに

関わる諸施策の企画、実行、管理を行う「コンプライアンス委員会」を設置

し、企業倫理の浸透と法令遵守の徹底を図る。

② 取締役は会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実

があること、ならびに会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見し

た場合、直ちに監査役に通知し、遅滞なく取締役会に報告する。

③ 取締役の業務執行における不祥事の未然防止ならびに法令遵守状況を確認す

るため、取締役は「取締役業務執行確認書」に自署・押印し、取締役会に提

出する。

④ 日常業務の法令等への抵触を防止するため、業務に関わる法令規定事項につ

き、定例的にその遵守状況を確認する。不備があった場合には直ちに是正す

るとともに、監査役に報告する。

⑤ 定期的な内部監査により、法令および定款への適合性の確認、および不備が

あった場合の是正指示、是正処置後の改善確認を行う。

⑥ コンプライアンス上疑義ある行為に対する内部通報の仕組みとして、「内部通

報規則」を制定するとともに、企業倫理ホットラインを設置し、不正行為の

早期発見と早期是正ならびに内部通報者の保護を図る。
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　(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 関連規則（文書管理規程、文書管理基準等）に基づき、株主総会・取締役

会・その他重要な会議の議事録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情

報を適切に保存・管理し、取締役、監査役、会計監査人などが、必要に応じ

て閲覧できる状態を維持する。

② 情報管理については「情報セキュリティ基本規程」を定め、情報セキュリテ

ィに関する体制・役割・責任を明確化させるとともに、「情報セキュリティ委

員会」により情報セキュリティの強化、啓蒙等の諸施策を全社横断的に推進

する。

ａ．経営機密、営業機密等の企業機密情報は「機密管理規程」に基づき厳正に

管理し、当該情報の漏洩、改竄、不正利用を防止する。

ｂ．個人情報については、全社的な個人情報保護マネジメントシステムの構

築・運用により、個人情報保護の継続的改善を図るとともに、個人情報保

護法等の関連法令に則り適正に取扱う。

　(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 全社的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、「リスク管理規程」

で定めた個々のリスクに対する管理責任者のもと管理体制を構築する。

② 経営に重大な影響を及ぼすリスクが顕在化または発生した場合には、社長を

本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を図るとともに、顧問弁護士等

と連携を密にしながら、リスク拡大を防止し、これを最小限に止める。

　(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役、社員が共有する全社的な経営目標および中期経営目標・施策を定め

るとともに、これらに基づく毎期の年次予算を設定し、業務を遂行する。

② 原則月１回開催する取締役会および月数回開催する経営会議において、

ａ．重要な経営課題について審議、決定を行い、取締役全員の共通認識とする。

ｂ．業績および管理データをレビューし、予実差の要因分析、改善を行い、必

要に応じて目標達成に向けた施策を打ち出す。

③ 取締役の職務執行については、「役員規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」

等において、責任および分掌を定めるとともに、それらに関わる規程、規則

等において詳細を定め、その効率性を確保することに努める。
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(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取

締役会は監査役と協議のうえ配置する。また、この場合、当該使用人への指揮

権は監査役に移譲され、任命、異動等の人事権に係る事項の決定には、監査役

の事前同意を得る。

(6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重

要な会議へ出席するとともに、代表取締役が決裁する重要書類を閲覧し、必

要に応じてその説明を求める。

② 内部監査室は内部監査実施後、監査役にその監査結果および是正処置後の改

善結果を報告する。

③ 取締役および使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事実を

はじめ、法令または監査役会規程に定める事項のほか、監査役の要請に応じ

て必要な報告を行う。

④ 監査役は、監査役業務を適切かつ実効的に遂行するため、経営者、会計監査

人、内部監査室との意思疎通を図る定例的な会合をもち、意見および情報の

交換を行う。

⑤ 監査の実施にあたり監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士などの

外部専門家を含めた適切な体制をとる。

　(7) 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制

金融商品取引法等の関係法令・会計基準等の定めに従って「財務経理規則」を

整備するなど、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出

に向けた内部統制システムの構築を行い、不正や誤謬の発生するリスクの管理、

予防および牽制などその仕組みが適正に機能することを継続的に検証し、不備

があれば必要な是正を行うことで正確な財務諸表を作成し、財務報告の信頼

性・適正性を確保することに努める。
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<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況>

□基本的な考え方

　当社は、反社会的勢力との関係を遮断するとともに、社会から排除して社会正義

を実現することは、企業防衛の観点からも、また企業の社会的責任の観点からも

必要不可欠と認識し、

（1）反社会的勢力とは一切の係わりを持たない。

（2）反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然と対応し、これを拒絶する。

（3）反社会的勢力の活動を助長する行為には、一切これに関与しない。

□整備状況

（1）反社会的勢力に対する対応部署を総務部とし、情報の一元管理、警察などの外

部機関や関連団体との信頼関係の構築および連携に努め、反社会的勢力排除に

向けた社内体制の整備・運用を図る。

（2）「企業倫理憲章」「企業行動規範」に反社会的勢力排除に向けた方針・行動を掲

げ、これらを社内に周知、徹底する。

（3）取引基本契約書に次の反社会的勢力排除条項を規定する。

　 ・反社会的勢力でないこと

・反社会的勢力の活動を助長しないこと

　 ・反社会的勢力またはその関係者と判明した場合は契約を即時解除できること
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貸 借 対 照 表

(平成26年３月31日現在)
（単位：千円）

（資 産 の 部） (負 債 の 部)

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 6,352,755 流 動 負 債 1,814,986

現 金 及 び 預 金 4,120,202 短 期 借 入 金 430,000

売 掛 金 1,596,989 未 払 金 90,593

有 価 証 券 301,019 未 払 費 用 400,579

前 払 費 用 46,141 未 払 法 人 税 等 145,196

繰 延 税 金 資 産 270,404 賞 与 引 当 金 634,700

そ の 他 17,997 そ の 他 113,915

固 定 資 産 1,782,158 固 定 負 債 91,146

有 形 固 定 資 産 63,775 リ ー ス 債 務 2,006

建 物 36,446 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 89,140

器 具 備 品 24,762 負 債 合 計 1,906,132

有 形 リ ー ス 資 産 2,566 (純 資 産 の 部)

無 形 固 定 資 産 15,992 株 主 資 本 6,253,624

ソ フ ト ウ ェ ア 9,322 資 本 金 733,360

そ の 他 6,670 資 本 剰 余 金 624,519

投資その他の資産 1,702,390 資 本 準 備 金 623,845

投 資 有 価 証 券 656,012 そ の 他 資 本 剰 余 金 674

敷 金 保 証 金 206,564 利 益 剰 余 金 5,253,745

保 険 積 立 金 704,770 利 益 準 備 金 144,000

前 払 年 金 費 用 3,316 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,109,745

繰 延 税 金 資 産 25,738 別 途 積 立 金 4,090,000

そ の 他 105,988 繰 越 利 益 剰 余 金 1,019,745

自 己 株 式 △358,001

評価・換算差額等 △24,843

その他有価証券評価差額金 54,923

土 地 再 評 価 差 額 金 △79,767

純 資 産 合 計 6,228,780

資 産 合 計 8,134,913 負 債 純 資 産 合 計 8,134,913
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損 益 計 算 書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,281,040

売 上 原 価 7,351,183

売 上 総 利 益 1,929,857

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,391,078

営 業 利 益 538,779

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,418

有 価 証 券 利 息 9,926

受 取 配 当 金 5,466

賃 貸 不 動 産 収 入 7,597

雑 収 入 6,303 30,712

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,317

賃 貸 不 動 産 費 用 6,656 12,974

経 常 利 益 556,518

特 別 利 益

　 投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,561

受 取 補 償 金 17,000 25,561

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 153 153

税 引 前 当 期 純 利 益 581,925

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 232,870

法 人 税 等 調 整 額 △9,658 223,211

当 期 純 利 益 358,714
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株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成25年４月１日 残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 894,697 5,128,697 △355,814 6,130,762

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △233,665 △233,665 △233,665

当 期 純 利 益 358,714 358,714 358,714

自己株式の取得 △2,186 △2,186

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 125,048 125,048 △2,186 122,861

平成26年３月31日 残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 1,019,745 5,253,745 △358,001 6,253,624

評 価・換 算 差 額 等

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

土 地
再評価
差額金

評価・換
算差額等
合 計

平成25年４月１日 残高 33,623 △79,767 △46,143 6,084,618

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △233,665

当 期 純 利 益 358,714

自己株式の取得 △2,186

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

21,300 － 21,300 21,300

当期変動額合計 21,300 － 21,300 144,162

平成26年３月31日 残高 54,923 △79,767 △24,843 6,228,780
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

　 ・時価のある有価証券

　 決算日の市場価格等に基づく時価法

　 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

　 ・時価のない有価証券

　 移動平均法による原価法

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物 ５年～18年

　 器具備品 ４年～20年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法によっております。

　 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

　 ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　(3) 引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見

込額を計上することにしております。なお、貸倒懸念債権等については当事業年度末において

該当事項はありません。

　 ② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

　 ③ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、期間定額基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（７年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生事業年度から費用

処理しております。

年金資産が退職給付債務を上回る部分については、前払年金費用として固定資産に計上し

ております。

　 ④ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間

費用としております。
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２．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

　前事業年度において区分掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」、「投資その他の資

産」の「賃貸不動産」及び「流動負債」の「未払消費税」は金額的重要性が乏しくなったため、当事

業年度よりそれぞれ「無形固定資産」、「投資その他の資産」及び「流動負債」の「その他」に含めて

表示しております。

（損益計算書）

①前事業年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は金額的重要性が乏

しくなったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。

②前事業年度において「営業外収益」の「受取利息」に含めていた「有価証券利息」は科目内容をよ

り明瞭に表示するため、当事業年度より区分掲記しております。

３．貸借対照表に関する注記

　(1)敷金保証金から直接控除した貸倒引当金 11,900千円

　(2)有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 145,881千円

(3)土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

　 再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定め

る土地課税台帳(平成13年１月１日基準日)に登録されている価格に、合理的な調整を行って算出

しております。

　 再評価を行った年月日 平成14年3月31日
　 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △12,645千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 8,264,850株 －株 －株 8,264,850株

　

　(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 475,550株 2,598株 －株 478,148株

（注）自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

　(3) 剰余金の配当に関する事項

　 ① 配当金支払額

　 イ．平成25年６月21日開催の第51回定時株主総会決議による配当に関する事項

株 式 の 種 類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

普 通 株 式 116,839千円 15.00円 平成25年３月31日 平成25年６月24日
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　 ロ．平成25年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

株 式 の 種 類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

普 通 株 式 116,826千円 15.00円 平成25年９月30日 平成25年11月27日

　 ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

　平成26年６月20日開催予定の第52回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決 議 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定 時 株 主 総 会

116,800千円 15.00円 平成26年３月31日 平成26年６月23日

５．税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

　賞与引当金 226,207千円

　賞与引当金に係る未払社会保険料 30,093

　未払事業税 10,985

　一括償却資産 1,424

　未払事業所税 3,361

　役員退職慰労引当金 31,769

　投資有価証券評価損 12,069

　その他 10,951

　繰延税金資産小計 326,863

　評価性引当額 △26,806

　繰延税金資産合計 300,056

（繰延税金負債）

　前払年金費用 △1,182千円

　その他有価証券評価差額金 △2,731

　繰延税金負債合計 　△3,913

　繰延税金資産の純額 　296,143

　(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、

平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりまし

た。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26

年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6

％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は18百万

円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
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６．金融商品に関する注記

　（1）金融商品の状況に関する事項

　 ①金融商品に対する取組方針

　 当社の事業活動に必要な資金は、主として内部資金を源泉としておりますが、一部、長期的

な観点から金融機関より借入を実行しております。

　 ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、長期に滞留している

ものはありません。有価証券及び投資有価証券は、全てその他有価証券であり、市場価格の変

動リスクに晒されています。

　借入金は主に事業資金の調達を目的としたものであり、全て１年以内の返済期日でありま

す。

イ.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社の債権管理基準に則り、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図ってお

ります。

ロ.市場リスク（市場価格の変動リスク）の管理

　当社は、有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価を把握し、月次の保有状況を

取締役会に報告しております。

ハ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新すること

により、流動性リスクを管理しております。

　 ③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提状況等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

　 ④信用リスクの集中

　 当事業年度末において、主要取引先への売上割合は最高でも10％程度であり、特定の大口顧

客への信用リスクの集中は少ないと考えております。

　（2）金融商品の時価等に関する事項

　平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含めておりません。

（(注２)を参照ください）

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 4,120,202 4,120,202 －

（2）売掛金 1,596,989 1,596,989 －

（3）有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 956,831 956,831 －

資産計 6,674,023 6,674,023 －

（1）短期借入金 430,000 430,000 －

負債計 430,000 430,000 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
　 資 産

　 (1）現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

　 (2）売掛金

売掛金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券その他は取引所の価格又

は取引金融機関から提示された価格によっております。

なお、有価証券及び投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸

借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

(単位：千円)

決算日における

貸借対照表計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

株式 146,334 88,840 57,493

債券 312,577 310,336 2,241

小計 458,911 399,176 59,734

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

株式 － － －

債券 497,920 500,000 △2,080

小計 497,920 500,000 △2,080

合計 956,831 899,176 57,654

　 負 債

　 (1）短期借入金

　短期借入金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区 分 貸借対照表計上額

非上場株式 200

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）有価証

券及び投資有価証券」には含めておりません。
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（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

（1）現金及び預金 4,120,202 － － －

（2）売掛金 1,596,989 － － －

（3）有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 300,000 510,000 － －

計 6,017,192 510,000 － －

（注４）借入金の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 430,000 － － － － －

７．資産除去債務に関する注記

(1)当該資産除去債務の概要

当社は本社ビル等の不動産賃借契約に伴う原状回復義務を有しておりますが、当該資産除去債

務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的

に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費

用に計上する方法によっております。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は20年と見積もり、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を計算し

ております。

(3)当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的

に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関

して、期首時点において敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額は33,940千円でありま

す。また、資産除去債務の期中における増減はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 799円92銭

　(2) １株当たり当期純利益 46円05銭

９．重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。

10．その他の注記

　 該当事項はありません。

　(注) 計算書類の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年５月14日

旭情報サービス株式会社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 　玉井 哲史 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 　耕田 一英 ㊞

　
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、旭情報サービス株式会社の平成25
年４月１日から平成26年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第52期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針及び監査計画等に従い、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針及び監査計画等に従い、取締

役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めると

ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されてい

る取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の

適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整

備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状

況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明

細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証いた

しました。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じ説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

一．事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

二．取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

三．内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役会決議の内容は相当であると

認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成26年５月20日

旭情報サービス株式会社 監査役会

常勤監査役 信 岡 良 明 ㊞

監 査 役 小 野 一 夫 ㊞

監 査 役 三 浦 州 夫 ㊞

監 査 役 増 田 治 美 ㊞

(注) 常勤監査役 信岡良明、監査役 小野一夫、監査役 三浦州夫 及び監査役 増田治美は、会社法第

２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとしており、

経営基盤の強化と長期的な収益の向上を維持するとともに、配当につきましては

安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績等を勘案いたしまして、以下のと

おりといたしたいと存じます。

　 ① 配当財産の種類

　 金銭

　 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき 金 15円00銭

　 配当総額 116,800,530円

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成26年６月23日

第２号議案 取締役６名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、経営体制の一層の強化を図るため、１名を増員し、取締役６名の選任をお願いい

たしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

ふりがな
氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社株式の数

１
田　中
た なか

　 博
ひろし

(昭和24年８月２日)

平成12年６月 郵政省 関東郵政局長

46,000株

平成14年８月 ㈶郵便貯金振興会（現 (一財)ゆう

ちょ財団）理事
平成17年６月 当社取締役経営企画室長

平成18年６月 当社代表取締役社長（現任）
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候補者
番 号

ふりがな
氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社株式の数

２
根　塚
ね づか

　隆
りゅう

　司
じ

(昭和22年５月18日)

昭和49年12月 ㈱ホンダインターナショナルセール

ス（現 ㈱ホンダユーテック）入社

33,086株

平成４年４月 当社入社

平成６年９月 当社管理本部東京総務部長

平成７年６月 当社取締役

平成11年６月 当社財務経理部長

平成18年６月 当社常務取締役（現任）

財務経理・経営企画・ＩＲ担当

平成19年６月 当社総務・広報担当

３
濵　田　広　徳
はま だ ひろ のり

(昭和36年３月27日)

昭和60年４月 当社入社

4,000株

平成10年５月 当社事業本部西日本業務サービス部

長
平成11年１月 当社人事部長

平成11年６月 当社取締役（現任）

平成14年４月 当社大阪支社長

平成16年７月 当社総務部長兼広報室長

平成19年６月 当社経営企画部長

平成22年６月 当社人事部長兼人材開発室長（現任）

４
高　橋　範　年
たか はし のり とし

(昭和33年１月16日)

昭和51年４月 ㈱ホンダインターナショナルセール

ス（現 ㈱ホンダユーテック）入社

12,000株

平成７年10月 当社入社

平成14年４月 当社人事部長

平成17年６月 当社取締役（現任）

平成22年６月 当社営業統括部長兼経営企画室長

兼技術企画室長（現任）

５
英　保　
あ ぼ

吉
よし

　弘
ひろ

(昭和30年６月15日)

昭和53年11月 兵庫三菱自動車販売㈱入社

8,100株

平成２年11月 日本旅客船㈱入社

平成４年６月 当社入社

平成18年６月 当社財務経理部長兼ＩＲ室長（現任）

平成19年６月 当社取締役（現任）

６
宮　下　勇　人
みや した はや と

(昭和42年２月２日)

昭和60年３月 当社入社

5,100株平成15年４月 当社横浜支社長（現任）

※新任候補

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以 上
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外堀通り

大丸

日本橋口

ＪＲ東京駅 八重洲口

北口

丸の内
北口

丸の内
中央口

南口中央口

グラントウキョウ
ノースタワー

日本ビル

大手町駅
Ｂ７出口

朝日
生命

←神田駅

丸の内線

丸の内オアゾ

丸の内トラスト
タワーＮ館

サピアタワー
｢東京ステーション　
コンファレンス６階｣

永
代
通
り

北
自
由
通
路

半
蔵
門
線

大
手
町
駅

東
西
線 

大
手
町
駅

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

サピアタワー 東京ステーションコンファレンス ６階 602

TEL 03-6888-8080（代表）

ＪＲ東京駅 八重洲北口改札口より徒歩３分

新幹線専用改札口（日本橋口）より徒歩１分

地下鉄 大手町駅Ｂ７出口よりすぐ


